
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
縦長筐体

から遠赤外線を輻射する遠赤外線ヒータと、
該筐体外の空気を該流路に吸い込む送風機と、該送風機で吸い込ま

れた空気を加熱するシーズヒータと、該シーズヒータで加熱された空気を該筐体の正面側
下部の吹き出し口或いは背面側下部の吹き出し口に選択的に導くダンパ機構とを備えた
ことを特徴とする暖房乾燥装置。
【請求項２】

前記遠赤外線ヒータ
、前記送風機、前記シーズヒータ或いは 換気扇のうち１個或いは複数個を組み合わせて
稼働するよう制御する制御手段を有する
ことを特徴とする請求項１記載の暖房乾燥装置。
【請求項３】
前記筐体に移動手段であるキャスタを取り付けた
ことを特徴とする請求項１記載の暖房乾燥装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、浴室等の暖房機能と衣類の乾燥機能を備えた暖房乾燥装置に関するものである
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の内部を正面側と背面側に仕切る取り付け板と、該筐体の内部の背面側に設置さ
れ該筐体の背面 該筐体の内部の正面側に形成
された空気の流路と、

換気扇を備えた浴室の出入り口扉に前記筐体を取り付けるとともに、
該



。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の暖房乾燥装置として、浴室の天井等に設置した暖房乾燥装置が知られてい
る。
【０００３】
この暖房乾燥装置は、ヒータと送風機とを搭載したもので、送風機により浴室内の空気を
装置本体内に吸い込み、この吸い込まれた空気をヒータにより加熱して浴室内に循環する
ようになっている。この循環する加熱空気により浴室内を暖房する。
【０００４】
他方、浴室を乾燥するときは、このヒータ及び送風機に加えて換気扇を稼働し、浴室内の
加温と同時に湿気を屋外に排出し、衣類乾燥を行っている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記従来の暖房乾燥装置では、天井から加温空気を循環し浴室を暖房して
いるため、温度の高い循環空気が浴室の天井側に滞留し易く、このため、天井側の温度が
高い割には、浴室の床側の温度が低く、快適な浴室暖房とはいえなかった。
【０００６】
また、浴室乾燥においても、換気扇で屋外に排出される空気が、同じく浴室の天井側に滞
留した高温度が大部分であり、このため、乾燥温度が低く、衣類等の乾燥時間が長くなる
という問題点を有していた。
【０００７】
更に、この暖房乾燥装置は浴室専用で、加温空気を浴室に隣接する脱衣室等に循環できな
いため、汎用性に欠けるという問題点を有していた。
【０００８】
本発明の目的は前記従来の課題に鑑み、浴室等の床側も確実に暖房でき、また、乾燥時間
を短くでき、更には、浴室等に隣接する脱衣室をも暖房できる暖房乾燥装置を提供するこ
とにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は前記課題を解決するため、本発明に係る暖房乾燥装置は、縦長筐体

から遠
赤外線を輻射する遠赤外線ヒータと、この

筐体外の空気を に吸い込む送風機と、この送風機で吸い込まれた空気を加熱す
るシーズヒータと、このシーズヒータで加熱された空気を筐体の正面側下部の吹き出し口
或いは背面側下部の吹き出し口に選択的に導くダンパ機構とを備えている。

【００１０】
この暖房乾燥装置を浴室の出入り口扉に設置し、ダンパ機構により浴室側の吹き出し口を
開放するときは、遠赤外線ヒータにより浴室の輻射暖房を行われ、シーズヒータ及び送風
機により足下の温風暖房が行われる。他方、ダンパ機構により脱衣室側の吹き出し口を開
放するときは、脱衣室側の温風暖房が行われる。
【００１１】
また、浴室を乾燥するときは、遠赤外線ヒータ及び換気扇を稼働する。これにより、浴室
に吊された衣類等が遠赤外線ヒータで加熱されるとともに、衣類から発せられる湿気が換
気扇により屋外に排出される。
【００１２】
なお、前述では浴室の出入り口扉に、この暖房乾燥装置を設置する例について説明したが
、これに限るものではなく、例えば暖房乾燥装置にキャスタを取り付け移動自在とするこ
とにより、居間等の簡易的な暖房装置として使用できる。
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の内部を正面
側と背面側に仕切る取り付け板と、この筐体の内部の背面側に設置され筐体の背面

筐体の内部の正面側に形成された空気の流路と
、 この流路



【００１３】
【発明の実施の形態】
図１乃至図８は本発明に係る暖房乾燥装置の第１実施形態を示すもので、図１は暖房乾燥
装置の設置状態を示す斜視図、図２は暖房乾燥装置の一部切り欠き正面図、図３は暖房乾
燥装置の背面図、図４は暖房乾燥装置の断面図、図５は暖房乾燥装置の操作パネルを示す
正面図、図６は暖房乾燥装置の駆動制御回路を示すブロック図、図７は暖房乾燥装置の制
御フローチャートの１、図８は暖房乾燥装置の制御フローチャートの２である。
【００１４】
この暖房乾燥装置１は、図１に示すように、浴室２とこの浴室２に隣接する脱衣室３との
間に設けられた出入り口扉４に嵌め込まれたもので、その正面側を脱衣室３に、その背面
側を浴室２にそれぞれ臨むよう配置されている。なお、この浴室２の天井側には浴室２を
換気する換気扇５が設置されている。
【００１５】
この暖房乾燥装置１の構造を図２乃至図３を参照して説明する。この暖房乾燥装置１は、
縦長扁平の筐体１０を有し、この筐体１０の幅方向中央には正面側と背面側に仕切る取り
付け板１１が配置されている。この取り付け板１１の背面側にはこれと対向してシェルフ
ガード１２ａで囲われた遠赤外線ヒータ１２が配置され、他方、取り付け板１１の正面側
には同じくこれと対向して遮熱板１３が配置されている。これにより、遠赤外線ヒータ１
２の輻射熱が浴室２側に輻射され、他方、この輻射熱が遮熱板１３により脱衣室３側に逃
げないようにしている。
【００１６】
また、この筐体１０の上部正面には空気の吸い込み口１４が設置される一方、筐体１０の
下部正面及び背面には送風機（シロッコファン）１５を間にしてそれぞれ空気の吹き出し
口１６，１７が設けられている。この送風機１５の稼働により、吸い込み口１４を通じて
脱衣室３側の空気が筐体１０内に流れ込み、この流れ込んだ空気が取り付け板１１と遮熱
板１３の間を流れて、それぞれ各吹き出し口１６，１７から吹き出されるようになってい
る。また、この送風機１５の下方には、コイル状にフィンが巻回されたシーズヒータ１８
が設置されており、このシーズヒータ１８に通電するとき、この流れ込んだ空気が加温さ
れる（図４の１点鎖線矢印）。
【００１７】
このように送風機１５及びシーズヒータ１８により温風が吹き出されるが、この温風の吹
き出し方向を選択的に切り換える機構としてダンパ機構１９を設けている。このダンパ機
構１９は、図２及び図４に示すように、一端を軸支した操作レバー１９ａと、この操作レ
バー１９ａにより上下する連結ロッド１９ｂと、この連結ロッド１９ｂの上下動により回
転する連結アーム１９ｃと、この連結アーム１９ｃの回転により回転するダンパ軸１９ｄ
と、このダンパ軸１９ｄに固着されたダンパ１９ｅとにより構成されている。ここで、ダ
ンパ１９ｅは、図４に示すように、断面略Ｌ字状に形成され、ダンパ軸１９ｄの回転によ
り正面側の吹き出し口１６に向かって対向したり（実線）、或いは、背面側の吹き出し口
１７に向かって対向し（２点鎖線）、浴室２側或いは脱衣室３側にそれぞれ吹き出し空気
を切り換えるようになっている。
【００１８】
本実施形態に係る暖房乾燥装置１の構造は前述の如く構成されているが、これらの各種構
成機器５，１２，１５，１８は１個又は複数個を組み合わせて選択的に稼働される。この
選択的な稼働により各種運転モードが実現され、この操作を操作パネル２０で行う。この
操作パネル２０を図５を参照して説明する。
【００１９】
この操作パネル２０には、電源スイッチ２１、スタートスイッチ２２、運転切換スイッチ
２３、衣類乾燥モードのタイマスイッチ２４、同じく衣類乾燥モードの連続・間欠運転切
換スイッチ２５の各種スイッチ群と、動作異常、スタート及び一時停止、遠赤暖房、温風
暖房、遠赤温風暖房、送風、衣類乾燥、タイマ、連続及び間欠運転をそれぞれ表示するラ
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ンプ群３２が設けられており、これらの各種スイッチ群で暖房乾燥装置１を制御するとと
もに、スイッチ群で選択されたものを各種ランプ群３２で表示する。
【００２０】
次に、これらの各種スイッチ群及びランプ群により制御される回路構成を図６を参照して
説明する。即ち、前記各種スイッチ２１～２５からの信号に基づきマイクロコンピュータ
構成のＣＰＵ２６が判定し、この判定に基づき、遠赤外線ヒータ駆動回路２７、シーズヒ
ータ駆動回路２８、送風機駆動回路２９、ランプ群駆動回路３０及び換気扇駆動回路３１
を介して遠赤外線ヒータ１２、シーズヒータ１８、送風機１５、ランプ群３２及び換気扇
５を選択的に駆動制御する。
【００２１】
この駆動制御のうち、各種スイッチ２１～２５により制御される各種運転モードを図７及
び図８のフローチャートに基づいて説明する。
【００２２】
まず、電源スイッチ２１をオンして暖房乾燥装置１に電源を投入する。しかる後、スター
トスイッチ２２がオンしているか、また、運転モードが何れとなっているかを判定する（
Ｓ１～Ｓ６）。ここで、遠赤暖房モードが選択されているときは、遠赤外線ヒータ１２を
稼働する（Ｓ７）。これにより、浴室２がその側面全体から輻射暖房される。なお、この
スタートスイッチ２２でこの遠赤暖房運転及び以下に説明する各種運転を一時停止させた
り、或いは、運転を復帰させることができる。
【００２３】
温風暖房モードが選択されているときは、シーズヒータ１８及び送風機１５を稼働する（
Ｓ８）。この温風暖房モードでダンパ機構１９により浴室２側の吹き出し口１７に空気を
導くよう操作されているときは、温風が浴室２の床側に吹き出され、足下の温風暖房が行
われる。他方、脱衣室３側の吹き出し口１６に空気を導くよう操作されているときは、脱
衣室３の温風暖房が行われる。
【００２４】
遠赤温風暖房モードが選択されているときは、前述の遠赤暖房と温風暖房の両者が同時に
行われる。即ち、遠赤外線ヒータ１２、シーズヒータ１８及び送風機１５が稼働し（Ｓ９
）、遠赤輻射と温風吹き出しが同時に行われるため、外気温度が低くなる冬期等に有効な
運転となる。
【００２５】
送風モードが選択されているときは、送風機１５を稼働する（Ｓ１０）。ここで、ダンパ
機構１９により浴室２側の吹き出し口１７が開放されているときは、脱衣室３の空気が浴
室２に吹き出され、涼風が浴室２に循環する。他方、脱衣室３側の吹き出し口１６が開放
しているときは、脱衣室３内で涼風が循環する。この運転モードは夏期の如く室内温度が
高くなるとき特に有効なものとなる。
【００２６】
このような遠赤暖房モード、温風暖房モード、遠赤温風暖房モード及び送風モードは入浴
時間が６０分程度であることを考慮し、その運転開始時間から６０分で終了する（Ｓ１１
～Ｓ１３）。
【００２７】
他方、衣類乾燥モードが選択されているときは、図８に示すように、タイマスイッチ２４
で乾燥時間がセットされ（１時間～１２時間）、かつ、連続・間欠運転切換スイッチ２５
により連続運転と間欠運転の何れが選択される（Ｓ１４，Ｓ１５）。ここで、連続運転が
選択されているときは、遠赤外線ヒータ１２及び換気扇５がタイマのセット時間に亘って
稼働する（Ｓ１６～Ｓ１９）。これにより、浴室２に吊された衣類等が加熱され、また、
この加熱により発生する湿気が屋外に排出され、衣類乾燥が行われる。他方、間欠運転が
選択されているときは、まず、４５分間に亘って遠赤外線ヒータ１２を稼働し、衣類を加
熱する（Ｓ２０～Ｓ２３）。その後、１５分間に亘って換気扇５を稼働し、湿気を屋外に
排出する（Ｓ２３～Ｓ２５）。このような１時間サイクルの乾燥操作をタイマのセット時
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間、例えばセット時間が３時間であれば３回に亘って行い衣類乾燥を行う（Ｓ２６）。
【００２８】
このように、本実施形態に係る暖房乾燥装置１は、浴室２の出入り口扉４に嵌め込まれ、
遠赤外線ヒータ１２により浴室２の側面から輻射暖房するため、浴室２全体を暖房できる
し、また、冬期の如く温度が低いときは足下温風暖房もでき、浴室暖房に好適なものとな
っている。
【００２９】
また、送風モードにより脱衣室３の空気を浴室２に強制送風でき、浴室に涼風を循環する
ことができる。
【００３０】
更に、ダンパ機構１９により浴室２に隣接する脱衣室３に温風或いは涼風を送風すること
ができる。
【００３１】
なお、この実施形態では、遠赤外線ヒータ１２、シーズヒータ１８、送風機１５、ランプ
群３２及び換気扇５の選択制御手段としてマイクロコンピュータ構成のＣＰＵ２６を用い
ているが、これに限られるものではなく、タイマ、リレースイッチ等を組み込んだ電気回
路によりこの選択制御手段を構成するようにしても良い。
【００３２】
図９は本発明に係る暖房乾燥装置１の第２実施形態を示すものである。前記実施形態では
、暖房乾燥装置１を浴室２の出入り口扉４に嵌め込む例を説明したが、本実施形態では移
動手段であるキャスタ３３を筐体１０の底面に取り付け、暖房乾燥装置１を移動自在に構
成している。
【００３３】
この実施形態によれば、前述の如き浴室２の暖房或いは乾燥に限らず、その他の部屋、例
えば居間等の簡易的な暖房装置としても使用できる。なお、その他の構成、作用は前記第
１実施形態と同様である。
【００３４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、暖房乾燥装置を浴室の出入り口扉に設置するとき
は、浴室を輻射暖房及び温風暖房でき、浴室全体を確実に暖房することができるし、また
、浴室を衣類乾燥空間として利用できる。更に、送風機のみを稼働することにより、浴室
内に涼風を循環させることもできる。更にまた、ダンパ機構によりこの浴室に隣接する脱
衣室側の暖房等もできる。更にまた、筐体にキャスタを取り付けることにより、移動自在
となり、浴室以外の部屋、例えば居間等の簡易的な暖房装置としても利用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態に係る暖房乾燥装置の設置状態を示す斜視図
【図２】第１実施形態に係る暖房乾燥装置の一部切り欠き正面図
【図３】第１実施形態に係る暖房乾燥装置の背面図
【図４】第１実施形態に係る暖房乾燥装置の断面図
【図５】第１実施形態に係る暖房乾燥装置の操作パネルを示す正面図
【図６】第１実施形態に係る暖房乾燥装置の駆動制御回路を示すブロック図
【図７】第１実施形態に係る暖房乾燥装置の制御フローチャートの１
【図８】第１実施形態に係る暖房乾燥装置の制御フローチャートの２
【図９】第２実施形態に係る暖房乾燥装置の要部を示す側面図
【符号の説明】
１…暖房乾燥装置、２…浴室、３…脱衣室、４…出入り口扉、５…換気扇、１０…筐体、
１２…遠赤外線ヒータ、１４…吸い込み口、１５…送風機、１６，１７…吹き出し口、１
８…シーズヒータ、２６…ＣＰＵ。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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